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関係部局が連携した
食品中の放射性物質の安全・安心確保対策

・説明会
・出前講座
・ホームページ

・情報紙など

地域を指定して
出荷自粛・制限

当該品の
回収・廃棄

農産物など

加工・製造
万が一、基準値を
超えた場合

消費者理解

流通食品の検査

出荷前検査

流 通

消 費
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１１９品目 １，５７４ 検体（H24年9月24日現在）
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（Ｈ２４年９月２４日現在）

２４２検体
１３２検体

１６，６４４検体
１４０検体

６３検体

２４６検体



「検出せず」、「不検出」、「ＮＤ」、
「検出限界値未満」、「検出下限値未満」の意味

いずれも検査方法（分析機器）の能力の限界から、ある一定の
精度をもって、検査対象物を検出できなかったことを示している

検査対象物が存在しないということではない

検出限界値、検出下限値は、検査対象物が存在していることが
わかる最低濃度

分析する核種、食品、機器などによっても異なるもの

厚生労働省は、検出限界値を基準値の１／５以下としている
（牛乳の検出限界値は、１０ベクレル／ｋｇ以下）

検出限界値を低くするためには、時間や経費がかかり、
検査できるサンプル数が減るため、目的にかなう条件で
より多くの食品を分析することが必要 5



県産の食品から基準値を超える

放射性セシウムを検出したもの（平成２４年４月～９月）

※１：チャノキを原料とし、茶葉を発酵させていないお茶は、飲む状態で飲料水の基準値（１０ベクレル／ｋｇ）を適用。
※２：牛肉はＨ２４年９月３０日まで暫定規制値（５００ベクレル／ｋｇ）が適用されていたが自主廃棄し、流通せず。

牛肉は全頭検査を継続している。

6養殖のイワナ、ヤマメでは基準値を超えたものはありません

区分 品目 形態など

水産物 ワカサギ 赤城大沼

水産物 イワナ 桜川，四万川

水産物 ヤマメ 沼尾川（吾妻川支流）

山菜類 フキノトウ 野生

山菜類 タケノコ マダケ

工芸作物 飲用茶（一番茶） （※１） 露地

野生鳥獣 イノシシ 野生

野生鳥獣 ツキノワグマ 野生

野生きのこ チチタケなど６品目 野生

畜産物 牛肉（※２） 肉用肥育牛
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食品の放射性物質に関する情報提供の取組

ホームページ
「群馬県食品安全情報センター」

県産農林水産物の放射性物質検査結果の
データベース
流通食品等の放射性物質検査結果
原発事故関連情報のホームページ掲載

「ぐんま食の安全情報」
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